
   赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、赤井川村立小学校及び中学校（以下「小中学校」という。）に在

学する児童及び生徒（以下「児童生徒」という。）の各種検定試験の受験料を助成す

ることにより、基礎的な知識及び、技能を修得させるとともに、自己の定めた学習目

標の達成を目指すことで、学習意欲の向上及び家庭学習の定着を図ることを目的とす

る。 

 （助成対象となる検定） 

第２条 この要綱において助成対象となる検定試験（以下「検定試験」という。）は、

公益財団法人日本漢字能力検定協会による日本漢字能力検定、公益財団法人日本英語

検定協会による実用英語技能検定、公益財団法人日本数学検定協会による実用数学技

能検定及び小中学校長（以下「学校長」という。）が奨励するその他の検定とする。 

 （助成対象者） 

第３条 この要綱による助成金の交付対象者（以下「助成対象者」という。）は、検定

試験を受験した児童生徒の保護者とする。 

 （助成金の額等） 

第４条 助成金の対象経費は、第２条に規定する検定試験の受検料とし、同一年度内に

おいて一の検定試験につき、１人２回までの受験を対象とする。 

２ 助成金の額は、前項に規定する経費に２分の１を乗じて得た額とする。ただし、100 

円未満の端数は、切り捨てるものとする。 

 （助成金の交付申請） 

第５条 助成対象者は、赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業助成金交付

申請書（様式第１号）に、検定試験の受検料を明らかにする書類を添えて村長に提出

しなければなら ない。 

 （交付決定の通知） 

第６条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査を行い、赤井

川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業助成金交付（不交付）決定通知書（様

式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 


